【資料１】

中国情報発信業務委託に係る企画提案募集要領

　この要領は、秋田県（以下「県」という。）が、中国情報発信業務（以下「本業務」という。）を委託するにあたり、委託候補者を選定するための企画提案競技について、必要な事項を定めるものである。

１　実施内容
（１）委託業務名　中国情報発信業務委託
（２）業務内容　【資料２】「業務委託仕様書」のとおり
（３）委託期間　契約締結の日から令和９年３月３１日（水）まで
（４）委託上限額　８，１４５，７２０円（消費税及び地方消費税を含む）

２　実施スケジュール（日時は全て日本時間とする）
（１）企画提案募集開始　　　　　　　　　　　　　　 令和８年４月８日（水）
（２）質問書の提出期限　　　　　　　　　　　　　　 令和８年４月１０日（金）正午まで
（３）質問に対する回答　　　　　　　　　　　　　　令和８年４月１３日（月）
（４）参加資格確認申請書の提出期限　　　　　　　　 令和８年４月１５日（水）
（５）参加資格の確認結果通知　　　　　　　　　　　令和８年４月１６日（木）
（６）参加資格が認められない理由の請求期限　　　　令和８年４月１７日（金）１７時まで
（７）企画提案書等の提出期限　　　　　　　　　　　 令和８年４月２０日（月）１７時まで
（８）審査会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 令和８年４月２８日（火）午前
（９）審査結果の通知　　　　　　　　　　　　　　　 令和８年４月下旬予定
（10）契約締結　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年５月上旬

３　参加資格に関する事項
　　本業務に関する企画提案競技に参加できる者は、下記に掲げる参加資格要件（以下「参加　　
資格」という。）の全てを満たす者で、秋田県知事から参加資格の確認を受けた者とする。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者
（２）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがされている者（同法第３３条第１項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがされている者（同法第４１条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。）に該当しない者
（３）企画提案競技参加資格確認申請書の提出日において、県からの受注業務に関し、指名停
止の措置を受けていない者
（４）秋田県暴力団排除条例（平成２３年秋田県条例第２９号）第２条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しない者
（５）共同企業体（以下「ＪＶ」という。）での参加の場合、代表者は（１）～（４）の全てを満たすこと。 構成員については（２）～（４）の条件を満たす者で構成されること。なお、ＪＶの構成員である者は、単独で本企画提案競技への参加はできない。
（６）過去３年以内に、自治体又は公的機関における海外向け（特に中国）ＳＮＳ運用業務の受託実績を有する者
（７）中国市場のトレンドに精通し、中国語（普通話）によるネイティブチェック・コミュニケーション体制を有する者

４　手続き等に関する事項
（１）問い合わせ・各種書類提出先
　　　住　所：〒０１０－８５７２　秋田県秋田市山王三丁目１－１
秋田県観光文化スポーツ部観光戦略課インバウンド・クルーズ誘客推進室
インバウンド推進チーム（県庁第二庁舎１階）
　　　電　話：０１８－８６０－２２６５
　　E-mail：Kanko@pref.akita.lg.jp
（２）実施要領等に関する質問の受付
　　　実施要領等に関する質問は「【様式１】実施要領等に関する質問票」により受け付ける。
　（ア）受付期間　「２　実施スケジュール」のとおり
　（イ）受付場所　「４　手続き等に関する事項（１）問い合わせ・各種書類提出先」のとおり
　（ウ）提出方法　電子メールのみ（メッセンジャーアプリ等による提出は受け付けない）
　（エ）回答方法　質問回答内容を「美の国あきたネット」の
「電子入札・入札・コンペ」－「コンペ情報」に掲載
（３）参加資格の確認
　　　参加者は、下記の参加資格確認申請書類を提出期限までに「（１）問い合わせ・各種書
類提出先」に記載のメールアドレスに電子メールで提出すること。データの形式はＰＤＦ
（押印不要）とすること。
（ア）参加資格確認申請書類 
【様式２】企画提案競技参加資格確認申請書 
【様式３】会社概要（様式中の同項目が全て記載された会社パンフレット等既存の資
料に代えることができる）
【様式４】事業委託共同体結成届（ＪＶ参加の場合のみ）  
（イ）提出期限は「２　実施スケジュール」のとおり。提出後、申請書への追加及び変更は
認めない。 
（ウ）期限までに提出しない者又は企画提案競技参加資格が認められなかった者は、企画　　　提案競技に参加することができない。
（エ）参加資格の確認は、提出期限の日をもって行うものとする。
（オ）参加資格の確認結果については、「２　実施スケジュール」に記載の期日に、電子メールにより通知する。
（カ）参加資格確認申請書類に虚偽記載があった場合は、参加資格を取り消す。
（４）貸出し資料（秋田県の設定ペルソナ）の取扱い
　　　本業務の企画提案にあたり県が設定したターゲットペルソナの基礎資料を貸し出す。
　（ア）貸出希望者は、「資料貸出要領」に基づき「秘密保持誓約書」を提出すること。「秘密保持誓約書」の提出は随時受け付ける。
　（イ）本資料は秘匿情報であるため、企画提案競技終了後、委託候補者とならなかった者は速やかに「廃棄証明書」を提出する必要がある。
　（ウ）資料の管理不十分により、情報が漏洩した場合は、審査の対象外とする。
（５）参加資格の喪失
　　　参加者は、参加資格確認後に、参加資格の要件に該当しなくなったときは、参加資格を
失うものとする。また、都合により辞退する場合には、【様式５】企画提案競技参加辞退
届を提出すること。
（６）参加資格が認められなかった者に対する説明
（ア）参加資格確認の結果、参加資格が認められなかった者は、県に対し、書面（様式任意）
によりその理由の説明を求めることができる。
・提出期限　「２　実施スケジュール」のとおり
・提出場所　「４　手続き等に関する事項（１）問い合わせ・各種書類提出先」のとおり
・提出方法　電子メールのみ（メッセンジャーアプリ等による提出は受け付けない）
（イ）書面を受理したときから７日以内に、説明を求めた者に対して、書面でその理由を説明する。
（７）企画提案書の作成及び提出
　　　参加者は、次のとおり企画提案書等を提出すること。
　（ア）企画提案書は、【資料２】業務委託仕様書に記載された事項を熟読し、作成すること。
　（イ）企画提案書のサイズ等は、原則としてＡ４判、横書き、枚数は２５ページ（表紙・裏表紙を除く）とする。全てのページにページ番号を付すこと。
　（ウ）参加者は、【資料２】業務委託仕様書の内容を十分に理解した上で、以下の項目につ
いて具体的かつ実現性の高い提案を記述すること。
①戦略提案：県が設定したターゲットペルソナに対する小紅書内での検索キーワード群（ハッシュタグ等）の想定、およびそれに基づく各アカウントの運営戦略や各目標値（フォロワー数、クリック率、エンゲージメント率、保存数等）の提示。
②実施体制：プロジェクトリーダーの経歴、中国語対応スタッフの体制図。
③危機管理：いわゆる「炎上」等が発生した際の、危機対応体制。
　　　④戦略提案：ターゲット分析に基づく、小紅書の目標値（フォロワー数、クリック率、
エンゲージメント率等）の提示
⑤クリエイティブ提案：県が事前提供するサンプル素材（動画・画像）を使用し、投稿
案（プロトタイプ）を１点ずつ提示すること。想定する映像のトーン、フォント、ナレ
ーションの有無、投稿文等の意図を説明すること。ナレーションと投稿文については、
中国語（普通話）とし、日本語の翻訳をテキストデータでつけることとする。
⑥広告及びＫＯＣ・ＫＯＬの運用計画：広告の種類（検索広告・インフィード広告等の
予算配分案）や、ＫＯＣ、ＫＯＬの具体的な選定基準（フォロワー数、エンゲージメン
ト率、過去の投稿傾向等の指標）、および手配手法を説明すること。
⑦分析手法：数値分析において、どのような点に着目して実施し、どのような形のレポ
ートとするか。
⑧過去の実績：自治体又は公的機関の運用実績（アカウント情報）
⑨スケジュール：全業務の年間スケジュール案
⑩費用見積：各項目毎の内訳が明確な見積書
⑪独自提案事項：①～⑨の必須提案事項と連動し、仕様書の目的に沿った本事業の効果
を高めると考えられる独自提案事項がある場合は、企画提案すること。ただし、実施に
要する経費は、必須提案事項に要する経費と併せて、委託料の上限の範囲内とする。
※秋田県を実際に訪れた旅行者や在日中国人からの自然な口コミ（UGC）を、小紅書内で継続的に発生・増加させるための具体的な仕組みやキャンペーン施策（「共創機能」の活用等）を企画提案の中でアドバイスいただきたい。
　（エ）提出できる企画提案は１案までとする。
　（オ）企画提案の内容を実施するための費用とその詳細な積算内訳を明らかにした見積書
　　　（秋田県知事　鈴木　健太　あて）を、会社所在地、商号又は名称、代表者職氏名を記
　　　入作成すること。また、下部に事業責任者、担当者、電話番号及びメールアドレスを記
入すること。（押印不要）
（カ）提出期限及び方法は次のとおりとする。
　　　提出期限：「２　実施スケジュール」のとおり提出
　　　方法：電子メールのみ（ＰＤＦ形式） 資料については添付せず大容量ファイル転送サービスを利用して送ること。
（キ）提出期限までに提出しない者は、辞退したものとみなす。
（ク）一度提出した企画提案書等は、これを書換え、引換え若しくは追加、又は撤回するこ
とはできない。
（８）企画提案の無効
　　　次のいずれかに該当する企画提案は無効とする。
　（ア）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗違反）、第９３条（心裡留保）、
第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案
　（イ）誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案
　（ウ）その他、企画提案競技に関する条件に違反した提案

５　委託候補者の選定方法等に関する事項
（１）委託候補者の選定方法
　　　県が別に定める委員により構成される企画提案競技審査委員会は、原則として参加者によるプレゼンテーション方式（１５分程度を予定）で行う。なお、企画提案の実施に要する費用の総額が委託額を上回った場合は、審査の対象とはならないものとする。
　　・日時　令和８年４月２８日（火）午前予定（参加資格の確認結果通知と併せて通知する）
　　・場所　オンライン（Microsoft「Teams」を予定）
（２）審査
（ア）参加者から提出があった企画提案書をもとにプレゼンテーションをしていただき、審
査の採点及び協議により選出された第１順位者を委託候補者として選定する。審査の結果は、「２　実施スケジュール」のとおりに各参加者に電子メール等により通知する。
　（イ）審査員は審査評に基づいて採点し、協議する。
　（ウ）第１順位の委託候補者が契約を締結しないときは、次点の者と契約の交渉を行う。
　（エ）参加者多数により、プレゼンテーションの実施が困難な場合等には、企画提案書によ　
　　る一次審査の実施、又は書類審査のみとする場合がある。その場合は、「２（７）審査
会」の日程の変更等について、参加予定者へ電話・メール等により連絡する。

６　契約に関する事項
（１）契約保証金について
　（ア）本業務の受託者は、秋田県財務規則（昭和３９年秋田県規則第４号）第１７７条第１
項の規定により、契約保証金を支払う。ただし、秋田県財務規則第１７８条の規定に該
当する場合は、契約保証金を免除する。
（イ）受託者が支払った契約保証金は、秋田県財務規則第１７９条の規定により還付する。
（２）企画提案書等の関係
　　　企画提案書等に記載された事項は、【資料２】業務委託仕様書と合わせ、契約時の仕様
書として扱うものとする。ただし、本業務目的達成のために修正すべき事項がある場合に
は、県と委託候補者との協議により契約段階において内容を追加、変更又は削除を行うこ　
とができるものとする。

７　公正な企画提案競技の確保
（１）参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４　
号）等に抵触する行為を行ってはならない。
（２）参加者は、企画提案にあたっては、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提
案内容について、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければ
ならない。
（３）参加者は、委託候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的に開示し
てはならない。
（４）参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案競技を公正に執行す
ることができないと認められるときは、当該参加者を企画提案競技に参加させず、又は企
画提案競技の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

８　その他
（１）企画提案及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨の
みとする。
（２）提出書類の取扱い
　（ア）参加者が県に提出した書類（以下「提出書類」という。）に含まれる著作物の著作権
は、参加者に帰属する。
　（イ）企画提案書等、参加者が提出した提出書類は返却しない。
（３）提案内容に含まれる特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対
象となっているものを使用した結果生じた責任は、参加者の負担とする。
（４）企画提案等作成に関する一切の経費は、参加者の負担とする。
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